
 

 

１ 調査名称：総合都市交通体系調査（都市情報システムデータ更新）  

 

  

 

２ 調査主体：埼玉県 

 

 

３ 調査圏域：埼玉県全体（さいたま市除く） 

 

 

４ 調査期間：平成２４年度 

 

 

５ 調 査 費：４，５１５千円 

       （総合都市交通体系調査）※一部、県単独費を合併 

 

 

６ 調査概要： 

  本県では、都市計画決定後、長期にわたり未整備となっている都市計画道路  

について、平成１６年度に「長期未整備都市計画道路の見直しガイドライン」 

を策定し、見直しを図ってきた。 

  そうした中、本県においても、本格的な人口減少・超高齢社会の到来が迫っ

ており、こうした社会状況等の変化を踏まえ２回目の見直しを行うこととし、

必要性に加え、新たに、構造の適正さの視点で検証・見直しを行う。  

本調査は、都市計画道路の検証・見直しを行うために、都市計画道路の決定

や変更の経緯や要因等の基本情報を調査の上、電子化して、本県の都市情報シ

ステムに搭載するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名：総合土地交通体系調査（都市情報システムデータ更新）  

 

 

 ２ 報告書目次 

（１）都市計画道路法規図書データ 

（２）都市計画道路決定変更変遷データ 

   ・都市計画道路一覧 

 

（３）都市計画図 

   ・都市計画（変更箇所、市、県全体図） 

 

（４）更新データ 

   ・更新データ一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ３ 調査体制 

 

   なし 

 

 

 ４ 委員会名簿等 

 

   なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

 

都市計画道路の検証・見直しを行うため、都市計画道路の当初決定や変更決

定に係る決定の背景、内容、理由等を調査し、検証・見直しのための基本情報

を作成するものとする。調査結果は、電子データ化した上で、本県の都市情報

システムに格納し、システム上で、道路ネットワーク上の課題点等の検証を行

えるよう整理するものとする。 

 

 

 ２ 調査フロー 

 

（１） 都市計画道路の法規図書の調査 

     ・総括図の調査と電子化 

     ・計画図の調査と電子化 

     ・計画書の調査と電子化 

 

（２） 都市計画道路の決定及び変更情報の電子化 

     ・決定及び変更内容の調査と電子化 

 

（３） 関連データの作成 

     ・都市計画道路等の変更内容の電子化 

 

（４） 都市情報システムの更新 

     ・調査結果をシステムに搭載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ３ 調査圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市 



 

 ４ 調査成果 

 

（１）都市計画道路法規図書及び決定変更変遷データ作成 

 埼玉県内の全ての都市計画道路について、法規図書等を調査し、決定及び 

変更の変遷データを作成した。 

   対象路線の内訳は以下のとおり。 

 

  （対象路線数） 

 種別 路線数 

１ 自動車専用道路        ２８路線 

２ 幹線街路 １，３３３路線 

３ 区画街路 １００路線 

４ 特殊街路 ４３路線 

合計  １，５０４路線 

 

  （都市計画道路一覧表）※抜粋 

                                      

 
 

 

 

 

 

 

 



 

（２）関連データの電子化 

 平成２４年度に変更となった都市計画道路等について、変更内容を電子化  

した。 

対象箇所は、下図（※抜粋）のとおり。 

 

 



 

（３）都市情報システムの更新 

 上記（１）（２）により電子化したデータを、埼玉県都市情報システムに  

搭載する更新を行った。 

 今後、システムに搭載したデータを使用し、道路ネットワーク上の課題点 

等の検証を行う。 


